
　

現
在
、
ラ
オ
ス
は
「
二
〇
二
〇
年
の

最
貧
国
脱
却
」
と
い
う
目
標
に
向
か
っ

て
邁
進
し
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
か
ら

二
〇
一
〇
年
ま
で
の
平
均
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長

率
は
七
・
九
％
と
な
り
、
一
人
あ
た
り

Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
一
〇
〇
〇
ド
ル
を
超
え
た
。

一
方
、
経
済
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
格

差
や
汚
職
等
の
経
済
成
長
の
負
の
側
面

が
拡
大
し
て
い
る
。
窃
盗
や
強
盗
等
も

増
加
し
社
会
も
急
激
に
変
化
し
つ
つ
あ

る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
激
し

い
現
在
の
ラ
オ
ス
を
、
正
し
く
理
解
す

る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。

● 

ラ
オ
ス
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
て
き
た
か
？

　

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
の
多
く
は
、

現
在
の
ラ
オ
ス
を
、
一
九
八
六
年
の
第

四
回
党
大
会
で
提
唱
さ
れ
た
「
チ
ン
タ

ナ
カ
ー
ン
・
マ
イ
」（
新
思
考
）
の
成
果
、

も
し
く
は
、結
果
と
捉
え
て
き
た
。「
チ

ン
タ
ナ
カ
ー
ン
・
マ
イ
」
と
は
、
狭
義

に
は
市
場
経
済
化
策
と
し
て
、
ま
た
、

広
義
に
は
政
治
や
社
会
も
含
め
た
幅
広

い
改
革
政
策
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
理
解
に
基
づ
き
、「
チ

ン
タ
ナ
カ
ー
ン
・
マ
イ
」
が
提
唱
さ
れ

た
一
九
八
六
年
以
前
を
社
会
主
義
の
時

代
、
以
後
は
市
場
経
済
化
の
時
代
、
も

し
く
は
改
革
の
時
代
と
捉
え
て
き
た
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
改
め
て
こ
れ
ま
で
の
研
究

を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
実
は
「
チ
ン

タ
ナ
カ
ー
ン
・
マ
イ
」
を
正
面
か
ら
取

り
上
げ
た
研
究
は
な
く
、
ラ
オ
ス
人
民

革
命
党
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
そ
れ
を

提
唱
し
、
ど
の
よ
う
な
意
味
づ
け
を

行
っ
た
か
等
、
根
本
的
だ
が
本
質
的
な

事
柄
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
八
六

年
と
「
チ
ン
タ
ナ
カ
ー
ン
・
マ
イ
」
は

現
在
の
ラ
オ
ス
を
語
る
う
え
で
の
鍵
と

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
チ
ン
タ
ナ
カ
ー
ン
・
マ
イ
」

が
提
唱
さ
れ
た
理
由
も
、
社
会
主
義
経

済
の
破
綻
、
旧
ソ
連
や
ベ
ト
ナ
ム
の
改

革
の
影
響
等
、
経
済
的
要
因
や
外
部
環

境
の
変
化
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
確
か
に
ラ
オ
ス
の
改
革
も
社

会
主
義
圏
全
体
の
改
革
に
誘
発
さ
れ
た

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
古

田
元
夫
が
ベ
ト
ナ
ム
の
ド
イ
モ
イ
に
つ

い
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
外
部
の

影
響
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
国
内
の
土

壌
が
あ
っ
て
初
め
て
意
味
を
持
つ
た

め
、
国
内
の
政
治
過
程
が
よ
り
重
要
と

な
る
（
参
考
文
献
①
）。
ラ
オ
ス
に
つ

い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
よ
う
。
そ
し

て
ラ
オ
ス
の
場
合
は
、「
チ
ン
タ
ナ
カ
ー

ン
・
マ
イ
」
と
い
う
言
葉
と
改
革
の
起

点
と
さ
れ
て
き
た
一
九
八
六
年
が
持
つ

意
味
を
、
再
検
討
す
る
作
業
が
必
要
不

可
欠
と
な
る
。
以
下
、
建
国
以
降
の
歴

史
過
程
を
振
り
返
り
、再
検
討
を
行
う
。

● 

戦
後
復
興
と
国
家
建
設
の
土
台

作
り

　

一
九
七
五
年
一
二
月
、
ラ
オ
ス
人
民

革
命
党
（
以
下
、
党
）
が
権
力
を
掌
握

し
、
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
が
建
国

さ
れ
た
。
建
国
後
、
社
会
主
義
国
家
建

設
の
基
盤
を
整
え
る
た
め
、
党
は
社
会

主
義
へ
の
過
渡
期
に
お
け
る
二
つ
の
目

標
を
提
示
し
た
。
第
一
は
、
植
民
地
や

封
建
制
の
痕
跡
を
除
去
し
、
中
央
か
ら

末
端
ま
で
行
政
権
力
を
整
え
人
民
民
主

主
義
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
、第
二
は
、

旧
来
の
生
産
関
係
を
改
造
し
、
新
し
い

生
産
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
で
「
人
民

の
生
活
を
平
常
に
す
る
」
こ
と
で
あ
る

（
参
考
文
献
②
）。
社
会
主
義
用
語
で
語

ら
れ
て
い
る
が
、
言
い
換
え
れ
ば
国
家

の
土
台
作
り
と
戦
後
復
興
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
党
は
、
社
会
主
義
へ

の
過
渡
期
は
短
期
間
で
終
わ
る
と
考
え

て
い
た
。

　

し
か
し
、
経
済
・
社
会
イ
ン
フ
ラ
の

未
整
備
、
人
材
不
足
、
西
側
諸
国
の
援

助
停
止
、
ま
た
干
ば
つ
等
に
よ
り
、
国

民
生
活
は
改
善
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
悪
化

の
一
途
を
辿
っ
た
。
そ
こ
で
党
は
、
一

九
七
七
年
の
第
二
期
党
中
央
執
行
委
員

会
第
四
回
総
会
（
以
下
、
第
二
期
四
中

総
）
に
お
い
て
、
社
会
主
義
化
の
ペ
ー

ス
を
速
め
る
決
断
を
す
る
。
国
民
生
活

が
改
善
し
な
い
理
由
を
社
会
主
義
化
の

特 集

特
集
に
あ
た
っ
て

―「
チ
ン
タ
ナ
カ
ー
ン
・
マ
イ
」
を
再
考
す
る

山
田
紀
彦

ラオスにおける
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遅
延
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、カ
イ
ソ
ー
ン
党
書
記
長（
役

職
は
当
時
、
以
下
同
じ
）
が
後
に
指
摘

し
た
よ
う
に
、
中
央
集
権
的
な
経
済
体

制
で
は
人
民
の
主
体
性
が
発
揮
さ
れ

ず
、
労
働
意
欲
も
わ
か
な
い
た
め
、
生

産
の
遅
れ
、
商
品
不
足
、
生
産
性
や
効

率
の
低
下
、
創
造
力
の
欠
如
と
い
う
問

題
が
生
ま
れ
た（
参
考
文
献
②
）。ま
た
、

大
規
模
生
産
を
目
指
し
た
農
業
集
団
化

は
、
生
活
に
足
る
だ
け
の
量
で
満
足
す

る
ラ
オ
ス
の
個
人
農
に
は
受
け
入
れ
ら

れ
ず
、多
く
の
農
民
の
反
発
を
招
い
た
。

社
会
主
義
化
は
問
題
の
解
決
策
と
は
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

党
は
打
開
策
と
し
て
、
一
九
七
九
年

一
一
月
の
第
二
期
党
中
央
執
行
委
員
会

第
七
回
総
会
（
以
下
、第
二
期
七
中
総
）

に
お
い
て
、
市
場
経
済
原
理
の
一
部
導

入
を
決
定
す
る
。
第
二
期
七
中
総
で
カ

イ
ソ
ー
ン
は
、
社
会
主
義
へ
の
過
渡
期

は
長
期
の
過
程
で
あ
り
、
ラ
オ
ス
は
そ

の
初
期
段
階
に
あ
る
た
め
、
資
本
主
義

や
私
営
経
済
の
廃
止
は
一
日
で
実
現
で

き
な
い
と
の
認
識
を
示
し
た
。
そ
の
う

え
で
、
国
家
経
済
と
集
団
経
済
が
主
導

的
役
割
を
果
た
す
と
し
な
が
ら
も
、
社

会
主
義
の
過
渡
期
に
は
五
つ
の
経
済
部

門
（
国
家
経
済
、
集
団
経
済
、
国
家
資

本
主
義
経
済
、
私
営
経
済
、
個
人
経
済
）

が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
、
非
社
会
主

義
経
済
部
門
を
生
産
拡
大
と
国
民
の
生

活
改
善
の
た
め
に
活
用
す
る
と
し
た
の

で
あ
る
（
参
考
文
献
③
）。
い
わ
ゆ
る

市
場
経
済
化
を
軸
と
し
た
「
新
経
済
管・

理・
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
の
導
入
で
あ
る
。

　

こ
の
路
線
転
換
か
ら
は
三
つ
の
重
要

な
意
味
を
み
て
と
れ
る
。
第
一
は
、
社

会
主
義
国
家
建
設
が
実
質
的
か
つ
現
実

的
な
国
家
目
標
で
な
く
な
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
ラ
オ
ス
の
国
家
目
標
が
社
会
主

義
国
家
建
設
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
も

今
も
変
わ
り
な
い
。
し
か
し
、
社
会
主

義
は
い
つ
実
現
す
る
か
わ
か
ら
な
い
長

期
の
過
程
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
実
現
可

能
な
目
標
か
ら
「
理
想
」
に
と
っ
て
代

わ
っ
た
。
そ
し
て
、
社
会
主
義
に
代
わ

り
現
実
的
な
目
標
と
な
っ
た
の
が
、
過

渡
期
の
課
題
で
あ
っ
た
戦
後
復
興
と
国

家
の
土
台
作
り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
第

二
の
点
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
、
そ

の
手
段
と
し
て
市
場
経
済
原
理
を
導
入

し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
党
は
、
社

会
主
義
を
「
理
想
」
に
据
え
る
こ
と
で

社
会
主
義
国
家
と
し
て
の
正
統
性
を
維

持
し
つ
つ
、
そ
の
枠
内
で
よ
り
現
実
的

な
国
家
建
設
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
一
九
八
六
年
一
一
月
の
第
四

回
党
大
会
で
「
チ
ン
タ
ナ
カ
ー
ン
・
マ

イ
」（
新
思
考
）
が
提
唱
さ
れ
て
以
降
、

「
新
経
済
管
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
が
本
格

化
す
る
。

● 「
チ
ン
タ
ナ
カ
ー
ン
・
マ
イ
」

　

再
考

　

こ
れ
ま
で
の
ほ
と
ん
ど
の
先
行
研
究

は
、
第
四
回
党
大
会
以
降
、
狭
義
の
意

味
で
も
広
義
の
意
味
で
も
「
チ
ン
タ
ナ

カ
ー
ン
・
マ
イ
」
の
名
の
も
と
に
改
革

が
進
め
ら
れ
て
き
た
と
解
釈
し
て
き

た
。

　

し
か
し
、
第
四
回
党
大
会
政
治
報
告

を
み
る
と
、
特
に
新
し
い
経
済
政
策
が

提
示
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
例
え
ば
、政
治
報
告
第
四
章
は
、

「
経
済
管・
理・
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
修
正
に
つ

い
て
」（
傍
点
―
筆
者
）
と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
経
済
管
理
に
対
す
る
党
の
基
本

的
見
解
を
示
し
て
い
る
。
内
容
は
第
二

期
七
中
総
で
提
示
さ
れ
た
「
新
経
済
管

理
メ
カ
ニ
ズ
ム
」そ
の
も
の
で
あ
る（
参

考
文
献
④
）。

　

ま
た
、「
チ
ン
タ
ナ
カ
ー
ン
・
マ
イ
」

と
い
う
文
言
は
、
具
体
的
な
政
策
と
し

て
で
は
な
く
政
策
実
施
の
た
め
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、「
経
済
管
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

修
正
を
実
行
す
る
に
は
、（
中
略
）
管

理
職
員
は
、
新
し
い
思
考
、
新
し
い
認

識
、
新
し
い
状
況
に
即
し
た
業
務
様
式

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
参
考

文
献
④
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
状
況
は

常
に
変
化
す
る
た
め
、
旧
い
慣
習
や
生

産
手
段
に
囚
わ
れ
ず
に
、
経
済
管
理
メ

カ
ニ
ズ
ム
も
常
に
改
善
す
る
必
要
が
あ

る
、
だ
か
ら
こ
そ
、
職
員
も
常
に
新
し

い
思
考
や
知
識
、
ま
た
、
新
し
い
経
済

的
思
考
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
と
説

明
さ
れ
て
い
る（
参
考
文
献
④
）。で
は
、

「
新
思
考
」
や
「
新
し
い
経
済
的
思
考
」

と
は
具
体
的
に
何
だ
ろ
う
か
。

　

一
九
八
六
年
一
一
月
三
〇
日
に
開
催

さ
れ
た
第
四
期
党
中
央
執
行
委
員
会
第

二
回
総
会
は
、「
チ
ン
タ
ナ
カ
ー
ン
・

マ
イ
」に
つ
い
て
集
中
的
に
議
論
し
た
。

カ
イ
ソ
ー
ン
党
書
記
長
に
よ
れ
ば
、
旧

思
考
と
は
官
僚
主
義
、
事
実
の
歪
曲
、

主
観
、
急
進
で
あ
り
、
新
思
考
は
実
際

の
状
況
に
沿
っ
て
客
観
的
事
実
を
伝
え

る
こ
と
、
そ
し
て
常
に
新
し
い
知
識
を

獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
（
参
考
文
献

⑤
）。
特
に
経
済
面
で
は
、「
官
僚
主
義

的
補
塡
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
か
ら
脱
却
し
、

「
新
経
済
管
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
構
築

す
る
こ
と
が
新
し
い
思
考
と
さ
れ
た

（
参
考
文
献
⑤
）。「
官
僚
主
義
的
補
塡

メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
は
、
中
央
が
官
僚
主

義
的
に
計
画
を
策
定
し
、
国
家
が
す
べ

て
の
面
倒
を
み
る
体
制
を
指
す
。
言
い

換
え
れ
ば
、
嘘
や
偽
り
か
ら
脱
却
し
、

現
実
に
即
し
た
経
済
開
発
を
行
う
た
め

「
新
経
済
管
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
転
換

し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。つ
ま
り
、

「
チ
ン
タ
ナ
カ
ー
ン
・
マ
イ
」
と
は
「
新

経
済
管
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
実
施
す
る

3
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た
め
、
こ
れ
ま
で
と
は
変
わ
ろ
う
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
、
ス
ロ
ー
ガ
ン

と
い
え
る
。
そ
し
て
旧
思
考
か
ら
の
脱

却
と
は
戦
時
思
考
か
ら
の
脱
却
と
通
底

し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
「
チ
ン
タ
ナ

カ
ー
ン
・
マ
イ
」は
戦
後
脱
却
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
で
も
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
第
四
回
党
大
会
は
経

済
改
革
と
戦
後
脱
却
の
分
岐
点
の
よ
う

に
み
え
る
。
し
か
し
、「
チ
ン
タ
ナ
カ
ー

ン
・
マ
イ
」
が
改
革
の
名
称
で
は
な
く
、

戦
後
脱
却
や
「
新
経
済
管
理
メ
カ
ニ
ズ

ム
」
を
推
進
す
る
た
め
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
九
八
六
年

の
第
四
回
党
大
会
で
社
会
主
義
か
ら
断

絶
し
、
新
た
な
時
代
に
突
入
し
た
わ
け

で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
物
語
っ
て
い

る
。
一
九
八
六
年
以
降
も
、
そ
れ
以
前

か
ら
の
歴
史
的
連
続
性
が
み
て
と
れ
る

の
で
あ
る
。

　

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
「
チ
ン
タ

ナ
カ
ー
ン
・
マ
イ
」
と
い
う
文
言
は
党

文
書
か
ら
徐
々
に
消
え
て
い
く
。
そ
し

て
、
一
九
九
一
年
八
月
に
憲
法
が
制
定

さ
れ
「
政
府
調
整
を
伴
う
市
場
経
済
メ

カ
ニ
ズ
ム
」
と
明
記
さ
れ
る
と
、「
チ

ン
タ
ナ
カ
ー
ン
・
マ
イ
」
は
そ
の
役
割

を
終
え
、
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
も
、「
チ
ン
タ
ナ
カ
ー
ン
・

マ
イ
」
は
ご
く
短
期
間
に
使
用
さ
れ
た

一
過
性
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
で
は
、
経
済
改
革
と
戦
後
脱

却
の
分
岐
点
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
一
九
九
一
年
の

憲
法
制
定
に
よ
り
、
ラ
オ
ス
の
国
家
建

設
が
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
と
考
え

る
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
憲
法
で
は
「
市
場

経
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
が
明
記
さ
れ
た
。

ま
た
、
憲
法
制
定
の
際
ヌ
ー
ハ
ッ
ク
最

高
人
民
議
会
議
長
は
、
国
家
経
済
の
物

質
的
・
技
術
的
基
礎
を
建
設
す
る
こ
と

に
お
い
て
初
期
的
成
功
を
収
め
、
今
後

の
国
家
建
設
や
発
展
の
た
め
に
憲
法
を

制
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（
参
考
文
献
⑥
）。
そ
し
て
、
憲
法
に
よ

り
国
家
管
理
を
行
う
こ
と
は
、「
一
枚

岩
的
な
国
民
意
識
と
民
族
融
和
を
改
善

す
る
こ
と
で
も
あ
る
」（
参
考
文
献
⑦
）

と
し
、
憲
法
が
国
民
統
合
に
と
っ
て
も

重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
指
摘
し
た
。

つ
ま
り
憲
法
制
定
は
、
ラ
オ
ス
が
戦
後

復
興
を
遂
げ
、
国
民
国
家
建
設
と
い
う

新
た
な
時
代
に
入
る
た
め
の
必
要
な
作

業
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
戦
後
か
ら
の
脱

却
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
一
九
九
一
年
の
憲
法
制
定
は

ラ
オ
ス
の
国
家
建
設
に
お
け
る
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、「
市

場
経
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
憲
法
に
明
記

し
、
戦
後
に
一
区
切
り
つ
け
た
ラ
オ
ス

は
、
新
た
な
目
標
の
下
で
国
家
建
設
を

進
め
る
こ
と
に
な
る
。

●
新
た
な
国
家
目
標
と
社
会
主
義

　

一
九
九
三
年
二
月
一
八
日
、
第
五
期

党
中
央
執
行
委
員
会
第
六
回
総
会
は
、

経
済
発
展
を
遂
げ
、
国
家
を
徐
々
に
最

貧
国
か
ら
脱
却
さ
せ
る
と
い
う
目
標
を

掲
げ
た
（
参
考
文
献
⑧
）。
こ
の
目
標

に
は
一
九
九
六
年
の
第
六
回
党
大
会
で

「
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
」
と
具
体
的
な

期
限
が
定
め
ら
れ
た
（
参
考
文
献
⑨
）。

こ
れ
に
よ
り
、「
貧
困
削
減
」
が
ラ
オ

ス
の
新
た
な
国
家
目
標
と
な
り
、
ラ
オ

ス
は
二
〇
二
〇
年
の
目
標
に
向
か
っ
て

市
場
経
済
化
を
推
し
進
め
、
経
済
発
展

に
邁
進
す
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
こ
れ
は
、
党
が
社
会
主
義
を
放

棄
し
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
党
に

と
っ
て
の
社
会
主
義
の
重
要
性
が
失
わ

れ
た
こ
と
で
も
な
い
。
一
九
九
八
年
、

党
は
社
会
主
義
を
「
超
長
期
」
の
時
間

を
か
け
て
達
成
さ
れ
る
も
の
と
位
置
づ

け
た
（
参
考
文
献
⑩
）。
党
の
時
代
認

識
は
図
の
よ
う
に
な
る
。ラ
オ
ス
は「
理

想
」
と
し
て
の
社
会
主
義
国
家
を
建
設

し
つ
つ
、
そ
の
枠
内
で
中
長
期
的
な
目

標
を
設
定
し
、
国
民
国
家
建
設
を
進
め

て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

現
在
の
中
期
的
目
標
は
「
二
〇
二
〇
年

の
最
貧
国
脱
却
」
で
あ
り
、
そ
の
目
標

が
達
成
さ
れ
た
後
に
は
新
た
な
目
標
が

設
定
さ
れ
、
社
会
主
義
の
「
理
想
」
を

目
指
し
な
が
ら
、
現
実
的
な
国
民
国
家

建
設
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、「
理
想
」

で
あ
る
社
会
主
義
国
家
建
設
と「
現
実
」

の
市
場
経
済
化
を
矛
盾
な
く
同
居
さ
せ

る
政
治
思
想
・
理
論
の
構
築
が
必
要
で

あ
る
。
党
は
二
〇
〇
六
年
の
第
八
回
党

大
会
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
対
す
る

ひ
と
つ
の
回
答
を
示
し
た
。
同
大
会
で

党
は
、
社
会
主
義
の
基
準
を
⑴
経
済
力

を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
、
⑵
国
家
を
強
健

に
し
、
政
治
分
野
の
安
定
を
堅
固
に
す

る
こ
と
、
⑶
生
活
を
向
上
さ
せ
、
人
民

に
利
益
を
も
た

ら
す
こ
と
、
と

し
た
う
え
で
、

社
会
主
義
建
設

と
工
業
化
・
近

代
化
を
同
義
と

位
置
づ
け
た

（
参
考
文
献

⑪
）。
こ
れ
に

よ
り
、
現
在
の

経
済
開
発
は
、

社
会
主
義
の

「
理
想
」
と
も
、

ま
た
市
場
経
済

と
い
う「
現
実
」

と
も
齟
齬
を
き

た
さ
な
い
こ
と

1975年
建国

1998年 2012年
（現在）

2020年
最貧国脱却 新たな目標 社会主義

超長期の過渡期

図　建国以降の国家建設過程

（出所）筆者作成。
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に
な
る
。
つ
ま
り
、
図
の
よ
う
な
国
民

国
家
建
設
の
道
筋
が
正
当
化
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

た
だ
現
実
は
党
の
理
想
に
沿
っ
て
進

む
と
は
限
ら
な
い
。
党
は
常
に
現
実
の

変
化
に
対
応
し
、
理
想
と
現
実
の
バ
ラ

ン
ス
を
保
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
二
〇
〇
九
年
に
は
国
内
非
営
利
団

体
の
設
立
を
公
認
し
、
在
外
ラ
オ
ス
人

の
帰
国
奨
励
策
を
本
格
化
す
る
等
「
規

制
緩
和
」
に
着
手
し
て
い
る
。
い
ず
れ

も
党
支
配
体
制
に
と
っ
て
こ
れ
ま
で

「
潜
在
的
脅
威
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た

が
、
経
済
・
社
会
問
題
の
解
決
や
国
家

建
設
に
、「
市
民
」
の
力
や
在
外
ラ
オ

ス
人
資
本
の
活
用
が
不
可
欠
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
の
変
化
が

制
度
改
革
を
要
求
し
、
ま
た
、「
理
想
」

と
「
現
実
」
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾

が
生
ま
れ
、
党
が
対
応
す
る
こ
と
で
制

度
的
か
つ
構
造
的
変
化
が
も
た
ら
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

●
ラ
オ
ス
を
捉
え
る
視
座

　

以
上
か
ら
は
、
大
き
く
二
つ
の
点
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
こ
れ

ま
で
の
ラ
オ
ス
史
に
お
い
て
、
も
っ
と

も
重
要
と
考
え
ら
れ
て
き
た
一
九
八
六

年
と
い
う
一
時
点
が
歴
史
過
程
に
相
対

化
さ
れ
る
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、「
チ

ン
タ
ナ
カ
ー
ン
・
マ
イ
」
が
改
革
政
策

や
そ
の
名
称
で
は
な
く
、「
新
経
済
管

理
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
推
進
す
る
た
め
の

一
過
性
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
現
在
の
ラ
オ
ス

は
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。

　

図
で
示
し
た
よ
う
に
、
一
九
七
五
年

以
降
の
ラ
オ
ス
の
歴
史
は
社
会
主
義
国

家
建
設
過
程
で
あ
り
、
ま
た
国
民
国
家

建
設
過
程
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

党
は
国
家
と
し
て
「
普
遍
的
」
理
念
を

掲
げ
続
け
る
一
方
で
、「
過
渡
期
」
に

は
よ
り
現
実
的
か
つ
中
期
的
な
目
標
を

掲
げ
国
民
国
家
建
設
を
進
め
て
い
る
。

そ
れ
が
社
会
主
義
に
向
か
う
な
か
で
の

「
人
民
の
生
活
を
平
常
に
す
る
」
こ
と

で
あ
り
、「
二
〇
二
〇
年
の
最
貧
国
脱

却
」
な
の
で
あ
る
。
現
在
の
ラ
オ
ス
は

社
会
主
義
国
家
建
設
と
い
う
超
長
期
の

過
程
に
あ
り
な
が
ら
、「
二
〇
二
〇
年

の
最
貧
国
脱
却
」
と
い
う
中
期
的
か
つ

現
実
的
な
国
民
国
家
建
設
の
途
上
に
あ

る
と
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
二
つ
は

同
じ
歴
史
過
程
の
上
に
位
置
し
、
重
な

り
合
い
、
ま
た
、
時
に
ど
ち
ら
か
に
比

重
を
シ
フ
ト
さ
せ
つ
つ
も
、
バ
ラ
ン
ス

を
と
り
な
が
ら
進
ん
で
い
る
。
そ
し
て

現
在
の
党
は
、
現
実
の
変
化
に
一
層

引
っ
張
ら
れ
な
が
ら
、
ど
う
に
か
理
想

と
現
実
の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
す
る
た
め

に
試
行
錯
誤
し
て
い
る
。
今
日
の
ラ
オ

ス
は
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
特
集
は

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
現
在
の
ラ
オ

ス
を
理
解
す
る
試
み
で
あ
る
。

（
や
ま
だ　

の
り
ひ
こ
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所　

東
南
ア
ジ
ア
Ⅱ
研
究
グ
ル
ー
プ
）
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